
■ 国際交流都市日光の再発見

日光市教育委員会事務局文化財課 本間 佳夫

国際交流都市日光の再発見！
～日光の文化的価値を活かした観光地づくり～

日光市教育委員会事務局文化財課

１.文化財って？

社寺や民家などの建造物、仏像、絵画、書画、そのほか芸能
や工芸技術のような「技（わざ）」、伝統的行事や祭り、ある
いは長い歴史を経て今に残る自然の景観、歴史的な集落、町並
みなども文化財に含まれる。（文化庁ホームページより）

我が国の長い歴史のなかで生まれ、育まれ、今日ま
で守り伝えられてきた貴重な国民の財産。

日蔭の獅子舞（栗山地域）

日光東照宮 陽明門 足尾銅山 本山製錬所 日光杉並木街道足尾西禅寺
阿弥陀如来坐像 （瀬川付近）
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2008年旧今市市・旧日光市・旧藤原町・旧足尾町・旧栗山村の２市２町１村が合併。
現在の「日光市」が誕生。
全国３番目の市域を有し、多岐にわたる歴史、文化、習俗が伝えられ、様々な有形、
無形の文化的遺産あり。
これらの保存及び活用に向けて、多数の文化的遺産を指定、登録等している。

【参考】市内の文化財指定登録状況

登録有形文化財：50年を経過した歴史的建造物のうち、一定の評価を得たもの。

指定の別 指定文化財 登録有形文化財 計

市指定 ２１９ ５３ ２７２

県指定 ８９
―

８９

国指定 １１６ ５５ １７１

計 ４２４ １０８ ５３２

3.日光市の文化財

市内の指定文化財

【参考】文化財保護法における文化財の体系

文化財の種類
有形文化財
建造物、絵画、彫刻、工芸品、書籍、典籍、古文書などで

、歴史上または芸術上価値の高いものや、考古資料及びその
他の学術上価値の高い歴史資料を有形文化財と呼びます。こ
のうち、「建造物」以外のものを総称して「美術工芸品」と
呼んでいます。
無形文化財
演劇、音楽、工芸技術その他の無形文化的所産で歴史上又

は芸術上価値の高いものを無形文化財と呼んでいます。「わ
ざ」を体得した個人又は団体によって体現されるものです。
民俗文化財
衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗

芸能、民俗技術やこれらに用いられる衣服、器具、家屋など
で生活の推進の理解のため欠くことのできないものを民俗文
化財と呼びます。
記念物
貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡で歴史上また

は学術上価値の高いもの（史跡）や、庭園、峡谷、海浜、山
岳などの名勝地で芸術上または鑑賞上価値が高いもの（名勝
）。さらには、動物、植物、地質鉱物で学術上価値が高いも
の（天然記念物）を記念物と呼んでいます。
文化的景観
地域における人々の生活や生業、地域の風土により形成さ

れた景観地で、我が国民の生活や生業の理解のために欠くこ
とのできないものを文化的景観と呼びます。
伝統的建造物
周囲の環境と一体となっている伝統的な建造物群で、価値

の高いものを伝統的建造物と呼びます。
このほか、土地に埋蔵されている埋蔵文化財や、文化財の

保存・修理に必要である伝統的な保存技術も文化財として保
護の対象にしています。

2.「文化観光」への流れ
2020年「文化観光推進法」（文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進
に関する法律）が成立。
「文化観光」を有形又は無形の文化的所産その他の文化に関する資源の観覧、文化資源に
関する体験活動その他の活動を通じて、文化についての理解を深めることを目的とする観
光とし、文化・観光・経済の好循環を創出しようとするもの。
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4.日光市の文化財行政における現状と課題

・世界遺産「日光の社寺」や世界一の並木道「日光杉並木街道」、足尾銅山関連の産業遺産をはじめ
国・県・市指定の文化財が数多く存在すること、建造物彩色・漆塗などの文化財を保存してきた伝統
的技術がある。

※日光市に数多く存在する文化財の価値を知り、地域への愛着の醸成をはかるため、
さらなる文化財の掘り起こしや整理、保存、調査研究、普及を進めるとともに、これらの
文化財を活用した「まちづくり」が求められている。

これらの文化財を未来に引き継いでいくことが必要。
・既存の文化財はもとより、情報収集、調査研究すべき文化財が各地域に多く存在している。

これらを適切に保護・保存するための人材育成・体制づくりが必要。

～これからの課題～

・文化財や伝統技術を継承し、適切に保護
保存していくため、文化財の所有者や関係
機関との連携を図る。
・文化財を小中学校や社会教育の教材とし
て活用するなどの普及を図るとともに、調
査研究の成果をまとめた出版物や企画展の
開催、文化財の活用による地域の魅力向上
につながる取組を推進する。

5.今後の方向性

調査、教育・普及（展示・報告書作成等）の例 文化財保護・保存と活用のイメージ図
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